
　

今
後
も
、
社
会
ニ
ー
ズ
の
動
向
を
注
視

し
、
事
業
実
施
に
向
け
て
、
施
設
整
備
及

び
職
員
配
置
な
ど
の
条
件
整
備
に
つ
い
て

財
政
状
況
に
応
じ
て
検
討
し
ま
す
。

◎
夜
間
保
育
事
業

　

保
護
者
の
就
業
形
態
の
多
様
化
、
就

労
場
所
の
広
域
化
に
対
応
す
る
た
め
、
夜

間
専
用
保
育
（
保
育
時
間
の
目
安
11
時

か
ら
22
時
）
を
実
施
す
る
事
業
で
す
。

　

基
本
的
に
、
夜
間
保
育
は
夜
間
保
育
の

み
を
行
う
保
育
所
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
通

常
の
保
育
と
夜
間
保
育
を
併
せ
て
行
う
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
実
施
し
て
い
る
保
育

所
は
、
市
区
町
村
に
１
箇
所
程
度
あ
り
、

ほ
か
の
保
育
所
の
児
童
も
預
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
本
町
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
社
会
ニ
ー
ズ
の
動
向
を
注
視
し
、

多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
導
入
に
向

け
て
検
討
し
ま
す
。

◎
子
育
て
短
期
支
援
事
業

（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）　

　

就
労
な
ど
の
都
合
に
よ
り
保
護
者
が

平
日
の
夜
間
又
は
休
日
に
不
在
と
な
り
、

家
庭
に
お
い
て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と

が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
児
童
福
祉

施
設
な
ど
に
お
い
て
短
期
間
（
１
週
間

程
度
）
児
童
を
預
か
り
、
生
活
指
導
や

食
事
の
提
供
な
ど
を
行
う
事
業
で
す
。

　

現
在
、
本
町
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
社
会
ニ
ー
ズ
の
動
向
を
注
視
し
、

多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
導
入
に
向

け
て
検
討
し
ま
す
。

◎
通
常
保
育
事
業

　

保
護
者
の
就
労
・
病
気
な
ど
で
、
家
庭

で
は
十
分
に
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

児
童
を
保
護
者
に
代
わ
っ
て
保
育
園
で
保

育
す
る
事
業
で
す
。（
保
育
時
間 

11
時
間
）

　

本
町
で
は
月
曜
日
～
土
曜
日
の
間
、
７

時
30
分
～
18
時
30
分
（
11
時
間
）
を
開
所

時
間
と
し
、
定
員
３
３
０
名
の
保
育
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
平
成
21
年
４
月
１
日
現

在
、
公
立
保
育
所
、
私
立
保
育
所
を
合
わ

せ
て
３
２
５
人
の
児
童
が
入
所
し
て
い
ま

す
。
現
在
、
定
員
を
20
人
ほ
ど
超
え
て
い

る
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
待
機
児
童
は

い
ま
せ
ん
。
今
後
は
、
多
様
な
保
育
サ
ー

ビ
ス
体
制
の
導
入
に
向
け
て
、
職
員
研
修

な
ど
に
よ
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
す
。

◎
特
定
保
育
事
業

　

保
護
者
が
概
ね
１
日
６
時
間
未
満
か
つ

１
週
４
日
以
上
の
日
時
に
つ
い
て
、
児
童
を

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
、
保
育
所
で
預
か
る
事
業
で
す
。

　

現
在
、
本
町
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

前
記
の
基
準
以
上
の
場
合
は
通
常
保
育
、
未

満
の
場
合
に
は
一
時
保
育
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
現
在
、
通
常
保
育
事
業
の
中
で
柔
軟

に
対
応
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
社
会
ニ
ー

ズ
の
動
向
を
注
視
し
、
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ

ス
体
制
の
導
入
に
向
け
て
検
討
し
ま
す
。

◎
延
長
保
育
事
業

　

保
護
者
の
就
労
形
態
の
多
様
化
、
就

労
場
所
の
広
域
化
に
対
応
す
る
た
め
、

通
常
の
保
育
時
間
（
11
時
間
）
を
延
長

（
30
分
か
ら
７
時
間
）
し
て
保
育
を
行
う

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
、
子
育
て
と
仕
事

の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
で
す
。

　

現
在
、
本
町
で
は
平
成
18
年
度
よ
り
保

育
時
間
を
町
内
の
３
保
育
所
と
も
に
７
時

30
分
か
ら
18
時
30
分
ま
で
の
通
常
保
育
時

間
11
時
間
で
実
施
し
て
お
り
、
延
長
保
育

は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
保
護

者
の
都
合
で
少
し
迎
え
が
遅
れ
る
場
合
に

は
、
柔
軟
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

平成 21 年度

未実施

平成 26 年度目標

実施箇所　 ３箇所
利用延べ人数 15 人

平成 21 年度

実施箇所　 ３箇所
３歳未満児　117 人
３歳以上児　208 人

平成 26 年度目標

実施箇所　 ３箇所
３歳未満児　173 人
３歳以上児　200 人
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